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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
松
原
仁
君
提
出
朝
鮮
総
連
か
ら
の
債
権
回
収
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
合
計
約
九
百
十
億
円
の
支
払
を
命
ず
る
判
決
の
あ
っ
た
平
成
二
十
九
年
八
月
二
日
か
ら

令
和
三
年
十
二
月
二
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
株
式
会
社
整
理
回
収
機
構
（
以
下
「
整
理
回
収
機
構
」
と
い
う
。
）
は
約
三
億

円
を
回
収
し
て
い
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
九
年
八
月
二
日
か
ら
令
和
三
年
十
二
月
二
十
一
日
ま
で
の
間
に
発
生
し
た
遅
延
損
害
金

は
、
約
百
四
十
二
億
円
で
あ
る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
朝
鮮
総
連
が
負
担
す
る
債
務
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
令
和
三
年
十
二
月

二
十
一
日
時
点
で
、
朝
鮮
総
聯 れ

ん

の
整
理
回
収
機
構
に
対
す
る
未
払
の
債
務
は
約
五
百
六
十
六
億
円
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
、

こ
れ
に
伴
っ
て
発
生
し
た
遅
延
損
害
金
は
約
四
百
八
十
三
億
円
と
な
っ
て
い
る
。 

四
か
ら
六
ま
で
に
つ
い
て 



 

２ 

 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
個
別
具
体
的
な
債
権
回
収
に
関
わ
る
事
柄
で
あ
り
、
整
理
回
収
機
構
に
お
け
る
今
後
の
債
権
回
収

業
務
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。 


